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1．保険金請求
〈1〉必要書類

請求内容

請求書類
死亡 高度障害

死亡保障の
ない保険種類
の死亡連絡

保険金・給付金等請求書 ○ ○ 　△※1

同意書 ○ ○ 　△※1

死亡証明書または死亡診断書（死体検案書）
（コピー可） ○ × 　△※2

障害診断書 × ○ ×

保険証券、または受取人（請求権者）の
本人確認書類※3 ○

受取人全員の委任状
および
印鑑証明書（コピー可）

△
死亡保険金受取人が複数の場合に必要
です。
ただし、以下の条件をともに満たす場合
は不要です（相続関係が複雑なときな
ど、提出を要する場合があります）。
・ 1契約あたりの保険金・給付金いずれ
の請求金額も500万円以下
・ 受取人全員が被保険者の法定相続人

× ×

保険金等請求内容確認書
△

1999年4月2日以降の契約日（または自動更新日）で
受取人が法人の場合に必要です。

×

親権者（後見人）の念書
および
印鑑証明書（コピー可）

△
請求権者が未成年の場合に必要です。
ただし、1契約あたりの保険金・給付金いずれの請求金
額も500万円以下の場合は不要です。

×

次ページへつづく
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　 公的書類（コピーを含む）の有効期限は発行日より6か月です。ただし、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの有効
期限は「登記所（法務局）への申出日」より6か月です。
※1　 当社から受取人へ給付金の支払いがない場合、「保険金・給付金等請求書」・「同意書」の代わりに「死亡通知書」

で請求が可能です。なお、無解約返戻金型総合生活障害保障保険は「死亡通知書」の取扱いができません。「保険
金・給付金等請求書」・「同意書」の取付けが必要です。

※2　 死亡証明書、死亡診断書（死体検案書）のいずれかひとつの提出が必要です。給付金もしくは返戻保険料がある場
合は、被保険者の法定相続人を確定させる戸籍謄本の取り付けが必要となります。

※3　受取人（請求権者）の区分によって、以下いずれかの提出が必要です。

受取人（請求権者） 必要書類

個人

保険証券（原本）・免許証・資格確認書・マイナンバーカード（表面のみ）・
戸籍謄本・住民票等（コピー可）
※改姓がある場合は、改姓の確認できる書類が必要です。
※ 資格確認書は、保険者番号、被保険者記号・番号部分（読み取ると記号・
番号が分かる二次元コード含む）を塗りつぶしたうえでご提出くださ
い。

法人
保険証券（原本）・印鑑証明書・登記簿謄本（コピー可）
※ 代表者変更や組織変更があった場合は、印鑑証明書または登記事項証明
書をご提出ください（コピー可）。

〈2〉生活サポート年金、就労不能年金の必要書類

請求内容

請求書類

生活サポート
年金

就労不能年金

国民年金法にもとづき、障害等級
1級または2級に該当する場合

会社所定の就労不能状態に
該当する場合

保険金・給付金等請求書 ○ ○ ○

同意書 ○ ○ ○

年金証書・年金決定通知書
（コピー可）※1 × ○ ×

【国民年金 厚生年金保険】
診断書（コピー可）※1 × ○ ×

【就労不能】専用診断書 × × ○

【メンタル疾患・七大疾病】
専用診断書 ○ × ×

保険証券、または
受取人（請求権者）の
本人確認書類※2

○

※1　日本年金機構の書類です。
※2　受取人（請求権者）の区分によって、以下いずれかの提出が必要です。
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受取人（請求権者） 必要書類

個人

保険証券（原本）・免許証・資格確認書・マイナンバーカード（表面のみ）・
戸籍謄本・住民票等（コピー可）
※改姓がある場合は、改姓の確認できる書類が必要です。
※ 資格確認書は、保険者番号、被保険者記号・番号部分（読み取ると記号・
番号が分かる二次元コード含む）を塗りつぶしたうえでご提出ください。

法人
保険証券（原本）・印鑑証明書・登記簿謄本（コピー可）
※ 代表者変更や組織変更があった場合は、印鑑証明書または登記事項証明
書をご提出ください（コピー可）。

〈3〉総合生活障害保険金・年金の必要書類

必要書類
○：必ず必要

△：条件により必要

支払事由

七大疾病 就労不能
国民年金法
に基づく
障害

公的介護
保険制度に
よる

要介護状態

会社所定の
要介護状態

高度障害
状態

保険金・給付金等請求書 ○

同意書 ○

【メンタル疾患・七大疾病】専用診断書 ○

【就労不能】専用診断書 ○

年金証書・年金決定通知書コピー
および【国民年金厚生年金保険】診断
書コピー※1

○

介護保険被保険者証（写）、
または介護保険要介護・要支援等結果
通知書（写）※2

○

介護診断書 ○

障害診断書 ○

保険証券、または受取人（請求権者）の
本人確認書類※3 ○

年金支払特約付加申込書兼年金基金設
定申込書、年金開始請求書兼受取口座
指定書※4

○

保険金等請求内容確認書※5 △

公的証明書の有効期限は、発行日より6か月です。ただし、認証文付き法廷相続情報一覧図の写しの有効期限は「登記所（法
務局）への申し出日」より6か月です。
※1　「年金証書・年金決定通知書」「【国民年金 厚生年金保険】診断書」はいずれも、コピーをご提出ください。「【国民年金 

厚生年金保険】診断書」コピーが提出できない場合は、「【就労不能】専用診断書」をご提出ください。
※2　介護保険被保険者証（写）または、介護保険要介護・要支援等結果通知書（写）については、要介護認定の有効期限内

ものに限ります。
※3　受取人（請求権者）の区分によって、以下いずれかの提出が必要です。
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受取人（請求権者） 必要書類

個人

保険証券（原本）・免許証・資格確認書・マイナンバーカード（表面のみ）・
戸籍謄本・住民票等（コピー可）
※改姓がある場合は、改姓の確認できる書類が必要です。
※ 資格確認書は、保険者番号、被保険者記号・番号部分（読み取ると記号・
番号が分かる二次元コード含む）を塗りつぶしたうえでご提出ください。

法人
保険証券（原本）・印鑑証明書・登記簿謄本（コピー可）
※ 代表者変更や組織変更があった場合は、印鑑証明書または登記事項証明
書をご提出ください（コピー可）。

※4　一時金の支払いにかえて年金での受け取りを希望される場合に必要となります。
※5　以下の①②両方に該当する場合に、提出が必要です。

①事業保険契約で契約日（自動更新した場合は、自動更新日）が平成11年4月2日以降の場合 
②死亡給付金の請求の場合

2．給付金請求
一部の入院・手術・通院給付金は、請求書類の取り寄せ、返送が不要なインターネット請求またはLINE
での請求が可能です。オフィシャルホームページにて取扱条件の確認、手続きができますので、対象の
お客さまへご案内ください。

ひまわり生命 保険金

https://www.himawari-life.co.jp/customer/seikyu

検索

 

〈1〉必要書類

受取人

請求書類

主たる被保険者
法人

指定された受取人

給付金受取人の法定相続人
（給付金受取人が
死亡している場合）

保険金・給付金等請求書 ○

同意書 ○

入院・手術・通院等証明書（診断書）
※1「がん・悪性新生物」で終身がん保険のご請求
を含む場合、「入院・手術・通院等証明書（診
断書）終身がん等対応」をご提出ください。

※2  認知症一時金、介護一時金、介護年金の場
合、請求内容によって提出頂く診断書等が異
なります。

○
一定の要件を満たしている場合は、「入院・手術・通院等証明書
（診断書）」に代えて「治療状況報告書」と「診療明細書コピーお
よび領収証コピー」の利用が可能です。※3
詳細は「〈3〉入院・手術・通院等証明書（診断書）の代替基準」
を確認
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受取人

請求書類

主たる被保険者
法人

指定された受取人

給付金受取人の法定相続人
（給付金受取人が
死亡している場合）

※2　認知症一時金、介護一時金、介護年金のご請求については下に記載の場合に応じていずれかの書類をご提出下さい。
請求内容 診断書名

●認知症一時金
（軽度認知障害
一時金を含む）

認知症または軽度認知障害の診断を受
けた場合 介護診断書

●介護一時金
　介護年金

会社所定の高度障害状態に該当した場合 障害診断書

公的介護保険制度で要介護認定を受け
た場合

介護保険被保険者証または
介護保険要介護・要支援等結果通知書のコピー

会社所定の要介護状態に該当する場合 介護診断書
※3　 骨折治療給付金は、当社所定の診断書が必要です。

〈2〉場合により必要な書類
【取付要否】○：取付要、△：条件により取付要、×：取付不要

受取人

請求書類

主たる被保険者
法人

指定された受取人

給付金受取人の法定相続人
（給付金受取人が
死亡している場合）

治療状況報告書 △
健康回復支援給付金の請求がある場合に必要です。

領収証コピー

△
健康回復支援給付金の請求がある場合に必要です。
※ 高血圧、脂質異常症（高コレステロール血症、高脂血症）、高血
糖症（糖尿病）の治療のため薬の処方を受けた際に、医療機関
が発行したもの。

親権者（後見人）念書
および
印鑑証明書（コピー可）

△
請求権者が未成年の場合に必要です。
ただし、1契約あたりの保険金・給付金いずれの請求金額も500
万円以下の場合は不要です。

受取人（請求権者）の印鑑証明書
または
登記簿謄本（いずれもコピー可）

△
受取人（請求権者）が法人で、代表者変更・組織変更がある場合
に必要です。

被保険者および受取人の公的書類（コピー可） × 　○※1

受取人全員の委任状
および
印鑑証明書（コピー可）

×

△
請求金額が500万円超で、受
取人の法定相続人が複数いる
場合に必要です。

※1　 受取人の死亡が確認できる公的書類（戸籍謄本、戸籍抄本、住民票など）、および受取人の法定相続人を確定さ
せる戸籍謄本が必要です。認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、受取人が被相続人となる場合、戸籍謄本・
戸籍抄本の代わりに「法定相続人の確認」と「死亡事実の確認」の際に使用することができます。「法定相続人の確
認」に用いる場合、有効期限は「登記所（法務局）への申出日」より6か月です。
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〈3〉「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の代替基準
（1）コピーで請求可能な場合

取扱要件

【他の生命保険会社の診断書コピーの場合】（骨折治療給付金は取扱不可）
　⇒要件なし

【医療機関所定の診断書コピーの場合】（骨折治療給付金は取扱不可）
　⇒要件なし

＊ ただし、ご提出いただいた診断書で、保険金・給付金等の支払可否判断ができない場合は当社所定の「入院・手術・
通院等証明書（診断書）」の提出を求める場合があります。

（2）治療状況報告書で請求可能な場合
①取扱要件
　【1】入院給付金
　 次の①～③の要件をすべて満たす場合、「入院・手術・通院等証明書（診断書）」に代えて「治療状況報告書」
（被保険者の自己申告）での簡易請求の取扱いが可能です。（すべての保険種類で共通の取扱要件です。）
　 以下の要件をすべて満たす場合であっても「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の提出を求める場合が
あります。
　 ①60日以内の入院ですでに退院している
　②次の㋐または㋑のどちらかに該当する
　　㋐ご請求の病名が「がん・悪性新生物」ではない
　　㋑ご請求の病名が「がん・悪性新生物」であるが、以下の条件をいずれも満たしている
　　　・がん保険または女性疾病保険ではない
　　　・「がん」であることによりお支払金額が上乗せになる特約・特則（※）ではない
　　（※） がん入院特約、がん診断給付特約、女性疾病入院特約、成人病入院特約、生活習慣病入院特約な

ど
　③ ご請求の内容が「三大疾病入院一時金」「心疾患一時金」「脳血管疾患一時金」「保険料払込免除」「先進
医療給付金」「特定疾病診断給付金」「新三大疾病入院治療給付金」のいずれでもない

　【2】手術給付金
　 下記の取扱要件をすべて満たす場合、「入院・手術・通院等証明書（診断書）」に代えて「治療状況報告書」
（被保険者の自己申告）での簡易請求の取扱いが可能です。（すべての保険種類で共通の取扱要件です。）
　 下記の要件をすべて満たす場合であっても「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の提出を求める場合が
あります。

1 入院していない、もしくは60日以内の入院で、すでに退院している

2 受けた手術は1種類（※1）である

3 ご請求の病名が「がん・悪性新生物」ではない

4 ご請求の内容が「三大疾病入院一時金」「心疾患一時金」「脳血管疾患一時金」「保険料払込免除」「先進医
療給付金」「特定疾病診断給付金」「新三大疾病入院治療給付金」のいずれでもない

6



5

次の①または②のどちらかに該当する
①下記保険種類のご契約で、公的医療保険適用（※2）の手術（※3）を受けた
※ご加入中の保険種類を、保険証券にてご確認ください。

2024年10月時点

保険種類
●医療保険（MⅠ-01） ●払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険
●医療保険（2014） ●旧日本興亜生命保険の医療保険（08）
●限定告知型医療保険（M2）（入院治療給付型）

（注）上記保険種類以外のご契約と同時にご請求される場合は、条件に該当しません。

②上記①記載の保険種類以外のご契約で、以下いずれかの手術（先進医療は除く）を受けた
「診療明細書」に、以下の手術名が掲載されていることをご確認ください。

手
術
名

眼の手術 腹部の手術 女性の手術

●水晶体再建術
●眼臉下垂症手術
●網膜光凝固術

●内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
●ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）
●腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）
●内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・
　粘膜切除術

●帝王切開術　●流産手術
●子宮筋腫摘出（核出）術
●腹腔鏡下子宮筋腫摘出
　（核出）術
●子宮鏡下子宮筋腫摘出術

（※1）　 診療明細書1発行（医療機関の会計窓口で1度に発行される単位）につき、掲載されている手術が1種類の
みであること。

（※2）　 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいま
す。

（※3）　一部お支払対象外手術がございます。詳しくは約款をご確認ください。

　【3】通院給付金
　 要件なく「治療状況報告書」による簡易請求の取扱いが可能です。（がん外来治療給付金は、「治療状況報
告書」による簡易請求の取扱の対象外であり、必ず「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の提出が必要
です。）
　 場合により、「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の提出を求めることがあります。

②必要書類
　 「治療状況報告書」で請求する場合、請求内容に応じて以下の書類が必要です。

請求内容 必要書類

【1】入院給付金 ・ 被保険者名・入院期間が明記された医療機関発行の領収証コピー、または診
療明細書コピー、または傷病名の記載がある退院証明書コピー※

【2】手術給付金
・被保険者名・手術名が明記された医療機関発行の診療明細書コピー
・診療明細書と同時に発行された領収証コピー
・傷病名の記載がある退院証明書コピー※

【3】通院給付金 ・ 被保険者名が明記された医療機関発行の診察券コピー（通院給付金のご請求
の場合）、または領収証コピー（健康回復支援給付金の場合）

簡易請求の取扱要件を満たす
上記【1】【2】【3】について複
数の給付金をあわせて請求す
る場合

・【1】【2】【3】の請求される内容に合わせて、それぞれの必要書類を提出くださ
い。重複する書類は省略可能です。

※ 領収証、診療明細書、退院証明書いずれもお持ちでない場合は、「入院・手術・通院等証明書（診断書）」の提出が必
要です。
　 また、「特定部位・特定疾病不担保法」が適用期間中の入院および入院を伴う手術の場合には、退院証明書が必要です。
　（保険証券の特別条件に「特定部位・特定疾病不担保法」と記載されています。）
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参考 主な三大疾病の例

悪性新生物（がん）

喉頭がん・食道がん・胃がん・大腸がん・がん性腹膜炎・肺がん・骨肉腫・
悪性黒色腫・皮膚がん・悪性リンパ腫・骨髄性白血病・前立腺がん・子宮がん・
膀胱がん・乳がん

上皮内がん

急性心筋梗塞 急性心筋梗塞〈症〉・再発性心筋梗塞・急性心内膜下梗塞・心内膜下梗塞・
冠状動脈瘤破裂・冠動脈血栓

脳卒中 脳卒中・脳内出血・脳血栓症・脳梗塞・くも膜下出血・脳動脈瘤破裂

（3）骨髄ドナーによる手術給付金請求時の取扱い
①取扱概要
　 骨髄ドナーとして受けた骨髄幹細胞および末梢血幹細胞の採取術で、手術給付金を請求する場合、「入院・
手術・通院等証明書（診断書）」に代えて「公益財団法人 日本骨髄バンク（以下「日本骨髄バンク」）」が発
行する「証明書（骨髄バンクドナー給付用）（以下「証明書」）」でも請求の取扱いが可能です。

注意
日本骨髄バンクを経由せずに、親族間等での骨髄提供により、手術給付金を請求する場合は、「入院・手術・通院
等証明書（診断書）」の提出が必要です。

②「証明書」の取得方法
　 「証明書」はドナー（被保険者）から担当コーディネーターに依頼することで発行が可能です。なお、骨髄幹
細胞や末梢血幹細胞の提供の流れ、当該「証明書」のイメージについては「日本骨髄バンク」のホームペー
ジ（http://www.jmdp.or.jp/）内で、次の手順で確認が可能です「トップページ＞ドナー登録している方
へ＞ドナーをサポートするしくみ＞提供により給付金が支払われる保険＞「骨髄ドナー給付金用の証明書」。
※2019年4月1日現在
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3．請求書類の記入方法
〈1〉SOMPOひまわり生命契約
■帳票記入例：保険金・給付金等請求書
（左面）
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（右面）
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■帳票記入例：同意書
被保険者の個人情報の取扱いに対する同意と、治療の経過・内容、障害の状態などについて、医療機関などへ
の確認を目的として取り付けます。
＊旧日本興亜生命契約と共通帳票です。
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■帳票記入例：治療状況報告書
（左面）
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（右面）
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〈2〉旧日本興亜生命契約
■帳票記入例：保険金等請求書（保険金および死亡給付金請求時に作成）
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■帳票記入例：給付金等請求書（給付金および保険料払込免除請求時に作成）
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■帳票記入例：事故状況報告書（ケガによる請求時に作成）

複数の事故状況を記載する
場合は、各々の項目につい
て、どちらの事故状況かが
わかるように記入します。

SOMPOひまわり生命保険株式会社　宛

XX XX

XX XX

XX XX
X X X
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■帳票記入例：治療状況報告書（入院）
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4．代理店宛事故受付通知
本社で事故受付入力を行った翌営業日に、代理店宛てに事故受付を連絡する帳票を発送します。

〈1〉SOMPOひまわり生命契約
※がん保険の場合は作成されません。

〈2〉旧日本興亜生命契約（ハガキ）
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5．手続き完了連絡
手続き完了後、本社から代理店、お客さま宛に以下の書類が送付されます。

送付先 SOMPOひまわり生命契約 旧日本興亜生命契約 送付時期

代理店 保険金・給付金等お支払手続き
完了のお知らせ お支払のご案内 手続き完了後の翌営業日に発送

お客さま 保険金・給付金等お支払手続き完了のお知らせ 手続き完了後の翌日
（祝日の場合はその翌日）に発送

〈1〉代理店用
（1）SOMPOひまわり生命契約

（2）旧日本興亜生命契約
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〈2〉お客さま用
■表

■裏
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